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国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日

国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日

国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日

国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 8月31日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

 都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

 市町村の条例で定める日

8 2017（平成29年）

法定相続情報証明制度　相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるま
での戸籍関係の書類等と、この書類の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出し確認さ
れると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが無料で交付される制度。本年５月29
日から始まっており、相続登記や預貯金の払い戻し等の相続関係手続に利用できます。

ワン
ポイント

◆  8月の税務と労務 8月 （葉月）AUGUST

11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土
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８月号 ─ 2

　

日
本
の
高
齢
化
は
世
界
に
類
を
み

な
い
速
度
で
進
み
、
二
〇
三
〇
年
に

は
総
人
口
の
約
三
人
に
一
人
が
六
十

五
歳
以
上
の
高
年
齢
者
と
な
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
高
年
齢
者
が
健
康
で
、

意
欲
と
能
力
が
あ
る
限
り
年
齢
に
か

か
わ
り
な
く
働
き
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
に

設
け
ら
れ
た
高
年
齢
者
雇
用
対
策

（「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」
よ
り
）

と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
「
労
働
契
約

法
」
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い

き
ま
す
。

一
　
高
年
齢
者
雇
用
対
策

　

高
年
齢
者
の
雇
用
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

①
　
定
年
の
年
齢

　

労
働
者
の
定
年
を
定
め
る
場
合
は
、

そ
の
定
年
年
齢
は
六
十
歳
以
上
と
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
　
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

　

定
年
年
齢
を
六
十
五
歳
未
満
に
定

め
て
い
る
事
業
主
は
、
雇
用
す
る
高

年
齢
者
の
六
十
五
歳
ま
で
の
安
定
し

た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
（「
高
年
齢
者
雇
用
確

保
措
置
」
と
い
い
ま
す
）
を
実
施
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
六
十
五
歳
ま
で
の
定
年
の
引
上
げ

・
六
十
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
注

の
導
入

・
定
年
の
廃
止

注　
「
継
続
雇
用
制
度
」
と
は

　
　

例
え
ば
、
定
年
の
年
齢
は
六
十

歳
の
ま
ま
と
し
、
雇
用
し
て
い
る

従
業
員
が
希
望
し
た
場
合
、
定
年

後
も
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
制
度

を
い
い
ま
す
。
以
前
は
労
使
間
の

協
定
で
継
続
雇
用
の
基
準
を
定
め
、

継
続
雇
用
の
対
象
者
を
限
定
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に

よ
り
、平
成
二
十
五
年
度
以
降
は
、

原
則
と
し
て
希
望
者
全
員
を
対
象

と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

六
十
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度

に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
で
も
う
少

々
掘
り
下
げ
て
み
て
い
き
ま
す
。

二
　
六
十
五
歳
ま
で
の�

　
　
　
　
　
　
継
続
雇
用
制
度

　

定
年
後
の
継
続
雇
用
に
関
す
る
留

意
点
を
い
く
つ
か
触
れ
て
い
き
ま
す
。

①
　
希
望
者
全
員
の
継
続
雇
用

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
と
し
て

継
続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
場
合
に

は
、
希
望
者
全
員
を
対
象
注
と
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

注　

経
過
措
置

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
ま
で
に
、

労
使
協
定
に
よ
り
継
続
雇
用
制
度

の
対
象
と
な
る
者
の
基
準
を
定
め

て
い
た
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
経

過
措
置
と
し
て
、
六
十
五
歳
未
満

の
老
齢
厚
生
年
金
（
報
酬
比
例
部

分
）
の
支
給
開
始
年
齢
（
男
女
と

も
男
性
の
支
給
開
始
年
齢
を
使
用
）

以
上
の
者
に
限
り
、
そ
の
基
準
を

用
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
　

な
お
、
心
身
の
故
障
の
た
め
業

務
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
、
勤
務
状
況
が
著
し
く
不

良
で
引
き
続
き
従
業
員
と
し
て
の

職
責
を
果
た
し
得
な
い
こ
と
な
ど

就
業
規
則
に
定
め
る
解
雇
事
由
又

は
退
職
事
由
に
該
当
（
客
観
的
に

み
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
社

会
通
念
上
相
当
で
あ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
を
要
し
ま

す
）
す
る
場
合
に
は
、
継
続
雇
用

し
な
い
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
　
労
働
条
件
等

　

継
続
雇
用
を
す
る
際
の
条
件
は
、

最
低
賃
金
な
ど
の
雇
用
に
関
す
る
ル

ー
ル
の
範
囲
内
で
、
事
業
主
と
労
働

者
の
間
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

定
年
年
齢
到
達
前
の
待
遇
に
よ
り

六
十
五
歳
ま
で
継
続
雇
用
す
る
こ
と

の
ほ
か
、
契
約
期
間
を
一
年
ご
と
に

更
新
す
る
こ
と
や
、
労
働
日
数
や
労

働
時
間
、
賃
金
そ
の
他
の
条
件
を
変

更
し
た
う
え
で
雇
用
す
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
ま
す
。

③
　
合
意
に
至
ら
な
い
と
き

　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
り
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
継
続
雇
用
制
度

の
導
入
で
あ
っ
て
、
定
年
到
達
者
の

希
望
に
合
致
し
た
労
働
条
件
で
の
雇

用
を
義
務
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

事
業
主
の
合
理
的
な
裁
量
の
範
囲

の
条
件
を
提
示
し
て
い
れ
ば
、
労
使

間
で
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
の
合
意

が
得
ら
れ
ず
結
果
的
に
労
働
者
が
継

続
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と

し
て
も
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
違

反
と
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

定
年
後
の

　
　
継
続
雇
用
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④
　
継
続
雇
用
先
の
範
囲

　

継
続
雇
用
は
、
自
社
内
で
引
き
続

き
雇
用
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
一
定
要

件
を
満
た
す
グ
ル
ー
プ
会
社
（「
特

殊
関
係
事
業
主
」
と
い
い
ま
す
）
に

お
い
て
雇
用
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

特
殊
関
係
事
業
主
と
さ
れ
る
の
は
、

次
の
法
人
等
で
す
。

・
元
の
事
業
主
の
子
法
人
等

・
元
の
事
業
主
の
親
法
人
等

・
元
の
事
業
主
の
親
法
人
等
の
子
法

人
等

・
元
の
事
業
主
の
関
連
法
人
等

・
元
の
事
業
主
の
親
法
人
等
の
関
連

法
人
等

　

継
続
雇
用
の
範
囲
を
グ
ル
ー
プ
会

社
に
ま
で
拡
大
す
る
際
に
は
、
元
の

事
業
主
と
特
殊
関
係
事
業
主
と
の
間

で
「
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る

高
年
齢
者
を
定
年
後
に
特
殊
関
係
事

業
主
が
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
こ
と

を
約
す
る
契
約
」
を
締
結
し
、
こ
の

事
業
主
間
の
契
約
に
基
づ
き
、
元
の

事
業
主
の
定
年
退
職
者
を
継
続
雇
用

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

事
業
主
間
の
契
約
を
締
結
す
る
方

式
は
自
由
で
す
が
、
紛
争
防
止
の
観

点
か
ら
、
書
面
に
よ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
で
す
。

三
　
企
業
動
向

　

定
年
後
の
継
続
雇
用
に
関
す
る
企

業
動
向
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

①
　
継
続
雇
用
後
の
給
与
水
準

　

定
年
到
達
時
と
継
続
雇
用
中
の
給

与
を
比
較
し
た
結
果
に
つ
い
て
の
企

業
割
合
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
増
加
、
変
化
せ
ず
、
二
〇
％
未
満

の
減
少
…
一
五
％

・
二
〇
か
ら
三
〇
％
未
満
の
減
少
…

一
七
％

・
三
〇
か
ら
四
〇
％
未
満
の
減
少
…

二
三
％

・
四
〇
か
ら
五
〇
％
未
満
の
減
少
…

二
二
％

・
五
〇
％
以
上
の
減
少
…
一
六
％

　

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
五
〇
人

未
満
企
業
で
は
給
与
を
二
〇
％
未
満

の
減
少
と
す
る
企
業
割
合
が
最
も
多

く（
二
三
％
）、千
人
以
上
企
業
で
は
、

五
〇
％
以
上
の
減
少
と
す
る
企
業
が

三
七
％
を
占
め
、
企
業
規
模
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
給
与
水
準
の
減
少
幅
が

大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

②
　
勤
務
日
数
・
時
間

　

定
年
前
後
の
勤
務
日
数
・
時
間
の

変
化
は
次
の
と
お
り
で
す
（
複
数
回

答
）。

・
日
数
、
時
間
と
も
変
化
な
し
…
八

六
％

・
日
数
は
減
ら
し
、
時
間
は
減
ら
さ

な
い
…
二
七
％

・
日
数
は
減
ら
さ
ず
、
時
間
を
減
ら

す
…
一
八
％

・
日
数
も
時
間
も
減
ら
す
…
一
八
％

（
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
「
高
年
齢
社
員
や
有
期
契

約
社
員
の
法
改
正
後
の
活
用
状
況
に

関
す
る
調
査
」
よ
り
）

四
　
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
例

　

有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
、
継
続

雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、
有
期
労
働

契
約
が
通
算
で
五
年
を
超
え
て
反
復

更
新
さ
れ
た
と
き
に
、
労
働
者
の
申

込
み
に
よ
り
、
無
期
労
働
契
約
に
転

換
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
労
働
契
約
法
に
よ
る
「
無

期
転
換
ル
ー
ル
」
と
言
わ
れ
る
も
の

で
、
平
成
二
十
五
年
四
月
以
後
に
開

始
す
る
有
期
労
働
契
約
が
対
象
と
さ

れ
ま
す
。

　

定
年
年
齢
に
達
し
た
後
に
有
期
労

働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
も
、

こ
の
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、

継
続
雇
用
す
る
高
年
齢
者
の
特
性
に

応
じ
た
雇
用
管
理
の
特
別
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
無
期
転
換

に
関
す
る
特
例
が
適
用
さ
れ
ま
す

（
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
し
な
い
）。

①
　
特
例
の
申
請

　

特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

本
社
ま
た
は
本
店
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
労
働
局
に
対
し
、
雇
用
管
理
措

置
に
関
す
る
計
画
（「
第
二
種
計
画

認
定
・
変
更
申
請
書
」）
の
認
定
申

請
を
し
ま
す
。

　

様
式
は
厚
生
労
働
省
や
都
道
府
県

労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
入
手

を
す
る
こ
と
が
で
き
、
申
請
書
の
記

載
案
内
お
よ
び
特
例
の
対
象
者
に
講

ず
る
雇
用
管
理
措
置
の
例
は
同
省
が

発
行
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
よ
り
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
　
特
例
の
効
果
な
ど

・　

都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を

受
け
た
場
合
は
、
既
に
定
年
年
齢

を
過
ぎ
、
有
期
労
働
契
約
に
よ
り

勤
務
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て

も
特
例
の
対
象
（
無
期
転
換
の
申

込
権
は
生
じ
な
い
）
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
認
定
前
に
労
働
者
が
無

期
転
換
申
込
権
を
行
使
し
た
場
合

は
、
そ
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
特

例
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

・　

認
定
申
請
は
、
毎
年
行
う
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
認
定
さ
れ
た

計
画
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

計
画
の
変
更
申
請
を
行
い
ま
す
。



８月号 ─ 4

　高額療養費制度とは、医療機関や薬局の
窓口で支払った額※が、一月あたりの自己
負担の上限額を超えた場合に、その超えた
金額が、加入している健康保険（以下「健
保」）、国民健康保険（以下「国保」）等から
支給される制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含

みません。
　この上限額は、年齢や所得に応じて定め
られていますが、高齢者と若者の間での世
代間公平が図られるよう、平成29年８月と
平成30年８月の２段階に分けて、70歳以
上の上限額が見直されます。
　今回は、平成29年８月の改正内容につ
いて見ていくこととします。
①　区分
　70歳以上に対する上限額は、所得に応
じて次のように区分され、区分ごとに上限
額が定められています。

・現役並み…健保では標準報酬月額が28
万円以上、国保では課税所得145万円以
上の者が該当します。

・一般…健保では標準報酬月額が26万円
以下、国保では課税所得145万円未満の
者が該当します。

・住民税非課税世帯
②　改正点
　①の区分のうち「現役並み」と「一般」に
該当する者の上限額が見直されます。
・現役並み…外来で通院したときの上限額

が57,600円（従来44,400円）となりま
す。

・一般…外来で通院したときの上限額が
14,000円（従来12,000円）となり、年
間上限額144,000円が設けられます。

　また、世帯全体の１か月の負担額を合算
したときの上限額は57,600円（従来44,400
円）とされ、過去12か月に３回以上高額療
養費の支給を受けた者（多数回該当）は、４
回目から44,400円が上限額となります。

70歳以上の高額療養費制度改正

　労災事故による傷病で療養した者は、傷
病が治った後も、再発や後遺障害に伴う新
たな病気を防ぐため、労災保険指定医療機
関でアフターケア（診察や保健指導、検査
など）を無料で受診できます。
　対象となる傷病は、せき髄損傷など20
種類あり、一定の障害等級などが要件とさ
れています。
　アフターケアを受けるためには、申請者
の所属事業場を管轄する都道府県労働局に
申請をする必要があります。
　申請が認められると、都道府県労働局か
らアフターケア健康管理手帳が交付され、
医療機関で手帳を提示のうえで診察、保健
指導、処置、検査などを受診します。
　また、経済的負担を軽減するため、例え
ば、病院までの距離が２km以上（※２km
未満であっても認められることがありま
す）等の要件に該当するときは、通院に要
する費用の支給も行われます。

アフターケア制度（労災保険法）　
派
遣
労
働
者
が
労
働
災
害
を
被
っ

た
場
合
は
、派
遣
元
だ
け
で
は
な
く
、

派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
派

遣
先
も
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に「
死

傷
病
報
告
書
」
を
提
出
し
、
そ
の
写

し
を
派
遣
元
に
送
付
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
派
遣
先
は
労
働
災
害
の
発

生
原
因
を
調
査
し
、
再
発
防
止
対
策

を
講
じ
る
必
要
も
あ
り
ま
す
（
労
働

安
全
衛
生
法
）。

　
労
災
給
付
は
、
派
遣
元
が
加
入
す

る
労
災
保
険
の
適
用
対
象
と
な
り
ま

す
。
給
付
請
求
に
あ
た
っ
て
は
、
被

災
時
の
状
況
を
派
遣
元
事
業
主
が
証

明
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
事

故
発
生
時
の
対
応
（
被
災
状
況
を
速

や
か
に
、
か
つ
、
正
確
に
通
知
す
る

方
法
な
ど
）
を
あ
ら
か
じ
め
派
遣
元

と
話
し
合
い
、
労
働
者
の
給
付
請
求

に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
な
体
制
を

築
い
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

派
遣
労
働
者
の
被
災
対
応
（
派
遣
先
）


